
◎
国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律

（
平
成
二
一
年
七
月
一
〇
日
法
律
第
七
三
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
一
年
七
月
二
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
小
坂
憲
次
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
立
国
会
図
書
館
法
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣
旨
を
御
説
明
申
し

上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
の
提
供
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
が
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
る
国
民
へ
の
情
報
伝
達
の

手
段
と
し
て
主
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、

国
立
国
会
図
書
館
が
図
書
館
資
料
の
収
集
を
よ
り
一
層
適
正
に
行
う
た

め
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
を
収
集
す
る
た
め
の
制
度
を
設
け

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
本
日
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
い
て
起
草
し
、
提
出
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
御
賛
同
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
議
院
運
営
委
員
長
報
告（
平
成
二
一
年
七
月
三
日
）

○
西
岡
武
夫
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
議
院
運
営
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
の
提
供
す
る

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
が
、
こ
れ
ら
の
機
関
に
よ
る
国
民
へ
の
情
報
伝
達

の
手
段
と
し
て
主
要
な
地
位
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が

み
、
国
立
国
会
図
書
館
が
図
書
館
資
料
の
収
集
を
よ
り
一
層
適
正
に
行
う

た
め
、
こ
れ
ら
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
を
収
集
す
る
た
め
の
制
度
を
設

け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

国
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五


